
東郷町安全なまちづ く り条例 

平成20年12月22日 

条例第30号 

（ 目的 ）  

第 １ 条  この条例は 、 町民の生命 、 身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止につい

て 、 基本理念及び犯罪のない安全なまちづ く り に関する施策の基本と なる事項を

定める と と もに 、 町 、 町民及び事業者の役割を明らかに し 、 相互に連携し た取り

組みを推進する こ と によ り 、 も っ て町民が安全に安心し て暮らすこ とができ る地

域社会の実現を図る こ と を目的と する 。  

（ 定義 ）  

第 ２ 条  この条例において 、 次の各号に掲げる用語の意義は 、 それぞれ当該各号に

定める と こ ろによ る 。  

⑴  町民  町内に住所を有する者並びに町内に通勤し 、 通学し 、 滞在し 、 及び通

過する者をい う 。  

⑵  事業者  町内に事業所を設置し て事業活動を行 う 者及び自己の居住の用又は

事業活動の用に供する不動産以外の不動産を所有し 、 占有し 、 又は管理する者

をい う 。  

⑶  防犯活動団体  町内において 、 安全なまちづ く りのために防犯活動を行 う 団

体をい う 。  

（ 基本理念 ）  

第 ３ 条  町 、 町民 、 事業者 、 防犯活動団体その他関係する機関が相互の連携及び協

力の下に 、 犯罪の発生が未然に防止された地域の生活環境を保持し てい く 安全な

まちづ く り を推進し 、 これによ っ て 、 町民が安全に安心し て暮らせる地域社会を

実現する こ と を基本理念と する 。  

（ 町の役割 ）  

第 ４ 条  町は 、 町民 、 事業者 、 防犯活動団体その他関係する機関と連携し て 、 安全

なまちづ く り を推進するため 、 次に掲げる総合的な施策を策定し 、 及び実施する

ものと する 。  

⑴  安全なまちづ く りのための広報及び啓発に関する こ と 。  



⑵  安全なまちづ く りのための町民 、 事業者及び防犯活動団体の自主的な活動の

促進に関する こ と 。  

⑶  犯罪の防止に配慮し た環境の整備に関する こ と 。  

⑷  その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関する こ と 。  

（ 町民の役割 ）  

第 ５ 条  町民は 、 この条例の目的を達成するため 、 次に掲げる事項に努める ものと

する 。  

⑴  自らの安全は自らが確保する との意識を高め 、 地域の連携を図 り つつ 、 安全

なまちづ く り に関する自主的な活動を推進する こ と 。  

⑵  町がこの条例に基づいて実施する安全なまちづ く り に関する施策に協力する

こ と 。  

（ 事業者の役割 ）  

第 ６ 条  事業者は 、 この条例の目的を達成するため 、 次に掲げる事項に努める もの

と する 。  

⑴  事業活動を行 う に当た っ て 、 自主的な防犯活動上必要な措置を積極的に講じ 、

地域社会の一員と し て安全なまちづ く り を推進する こ と 。  

⑵  自己の居住の用又は事業活動の用以外に 、 町内に所有又は占有する不動産に

ついて 、 犯罪の防止に配慮し た適正な管理を行 う こ と 。  

⑶  町がこの条例に基づいて実施する安全なまちづ く り に関する施策に協力する

こ と 。  

（ 児童等の安全の確保 ）  

第 ７ 条  町は 、 町が設置又は管理する小学校 、 中学校 、 保育所 、 児童館その他の施

設の施設内における児童 、 生徒 、 幼児及び乳児 （ 以下 「 児童等 」 と い う 。） の安

全を確保する よ う 努める ものと する 。  

２  町は 、 児童等が犯罪によ る被害を受けないための教育を充実する よ う 努める も

のと する 。  

（ 推進体制の整備 ）  



第 ８ 条  町は 、 町民 、 事業者 、 防犯活動団体その他関係する機関の協力を得て 、 安

全なまちづ く り に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備す

る ものと する 。  

（ 委任 ）  

第 ９ 条  この条例に定める もののほか 、 必要な事項は町長が別に定める 。  

   附  則 

 この条例は 、 公布の日から施行する 。  


